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まで非課税措置が継続された後に課税されます。

問合せ個人・法人市民税は市民税課へ内線1096、
　固定資産税・都市計画税は資産税課へ内線1121

　平成20年度税制改正 　主な変更点

○個人市民税
◆老齢基礎年金などから市・県民税を差し引き    
　する制度（特別徴収）が開始
　平成21年10月から65歳以上の老齢基礎年金
などを受けている方（20年中に公的年金などの
給付を受けている方で21年4月1日に老齢基礎
年金などの給付を受けている方）を対象に、老
齢基礎年金などから公的年金などに係る分の
市・県民税を差し引きする制度が始まります。  
　ただし、次の方は、特別徴収の対象にはなり
ませんので、送付する納税通知書でお納めくだ
さい。
特別徴収ができない方
①老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方
②特別徴収される額が老齢基礎年金などの年
　額を超える方
③狭山市から転出された方
◆平成21年度分から寄附金税制が拡充
①控除方式が、所得控除方式から税額控除方式

　に見直されました
②控除限度額が、総所得金額の25％から30％に
　拡大されました
③寄附金控除の対象となる下限額が、10万円から
　5千円に引き下げられました
④地方公共団体への寄附には、さらに手厚い寄附
　金控除が設けられました
◆上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減
　税率の廃止と損益通算範囲の拡大
　上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る
税率は、平成20年末で軽減税率10％が廃止され、
21年から20％（所得税15％、市・県民税5％）にな
ります。ただし、一定金額以下の譲渡所得と配当
所得は、2年間軽減税率が適用される特例措置が
設けられます。
　また、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間
の損益通算が可能となりました（市・県民税への
影響は22年度分から）。

○法人市民税
◆公益法人に関する改正
　社団法人・財団法人は、平成20年12月1日か
ら、新たに届け出だけで設立できる一般社団法
人・一般財団法人と公益性が認定された公益社
団法人・公益財団法人とに区分されます。
　法人税割の課税は、一般社団法人・一般財団

法人に移行した場合、原則課税となり、公益社団
法人・公益財団法人は、原則非課税になります。
◆法人でない社団または財団などに関する改正
　法人でない社団または財団で、代表者または管
理人の定めがあり、収益事業を行わないものなど
は、均等割が非課税となります。

　平成20年度税制改正は、個人市民税では老齢基礎年金などから市・県民
税を差し引く制度（特別徴収）の開始や寄附金控除の拡充、証券税制の見
直しがされ、法人市民税および固定資産税などでは、公益法人制度改革に
対応する改正などが行われました。その主な変更内容をお知らせします。

○固定資産税および都市計画税
◆公益法人に関する改正
　公益社団法人・公益財団法人が所有する一定
の施設に対しては、固定資産税および都市計画
税の非課税措置が継続されますが、一般社団法
人・一般財団法人に移行した場合は、平成25年度

　 -2953-1111 　04-2954-6262

公式ホームページ　http://www.city.sayama.saitama.jp/
モバイル・Lモード版　http://www.city.sayama.saitama.jp/mobile/
市役所の所在地  〒350-1380 狭山市入間川1-23-5
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　市政　 暮らす　 学ぶ・楽しむ
　教育・子育て・キッズ　 募集
　官公庁など

　市政　 暮らす　 学ぶ・楽しむ
　教育・子育て・キッズ　 募集
　官公庁など

　市政　 暮らす　 学ぶ・楽しむ
　教育・子育て・キッズ　 募集
　官公庁など

主に市からのお知らせを掲載します
「定員」は原則として先着順、「場所」の掲載がない催しは
問合せ場所が会場、「費用」は掲載のないものは無料です
公式ホームページにはさらに多くの情報があります



広報さやま 2008.11月号　　■市役所☎04-2953-1111(代表）

11

情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど

乳
幼
児
情
報
セ
ン
タ
ー
の

臨
時
職
員

勤
務
開
始
日
12
月
15
日
㈪　

勤
務

時
間
９
時
30
分
〜
16
時
30
分　

内

容
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ス
、遊
び
の

指
導
な
ど　

対
象
保
育
士
の
資
格

を
持
ち
、週
３
〜
４
日
勤
務
で
き

る
方　

※
面
接
あ
り　

申
込
み
11

月
25
日
㈫
ま
で
に
履
歴
書
と
資
格

書
の
写
し
を
持
っ
て
同
セ
ン
タ
ー

へ
☎
２
９
５
８
‐
１
１
５
５

学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
日
時
月
〜
金
曜
日
の
内
１

日
、２
〜
４
時
間　

内
容
小
・
中
学

校
の
国
語
、理
科
、算
数
、数
学
、英

語
の
授
業
の
補
助
や
採
点
な
ど　

定
員
各
教
科
10
名　

申
込
み
11
月

28
日
㈮
ま
で
に
学
校
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９
２
７

‐
１
３
９
５（
月
・
火
・
金
の
13
時

〜
16
時
）　

問
合
せ
同
セ
ン
タ
ー

か
社
会
教
育
課
へ
内
線
５
６
７
３

狭
山
市
駅
東
口
土
地
区
画
整

理
事
業
の
審
議
会
委
員
選
挙

　

狭
山
市
駅
東
口
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
の
任
期
が
平
成
21
年

３
月
６
日
で
満
了
と
な
る
こ
と
か

ら
委
員
の
改
選
を
行
い
ま
す
。

　

借
地
権
の
登
記
、土
地
の
共
有

者
、相
続
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、選
挙
権
を
取
得
す
る
た

め
に
は
、事
前
に
借
地
権
申
告
、代

表
者
選
任
、相
続
な
ど
の
届
け
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
あ
る
方
同

整
理
区
域
内
の
土
地
所
有
者
と
借

地
権
利
者　

※
選
挙
の
日
程
な
ど

は
、広
報
さ
や
ま
12
月
号
に
掲
載

予
定　

問
合
せ
同
整
理
事
務
所
へ

☎
２
９
５
９
‐
９
７
０
０

12
月
10
日
〜
16
日
は

拉ら

致ち

問
題
を
考
え
る
週
間

　
「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当

局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対

処
に
関
す
る
法
律
」が
制
定
さ
れ
、

啓
発
週
間
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

拉
致
問
題
の
実
態
は
、い
ま
だ
解

明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。こ
の
問
題

解
決
の
た
め
に
は
、国
民
世
論
の

盛
り
上
が
り
が
大
変
重
要
で
す
。 

　

こ
の
啓
発
週
間
を
機
に
、拉
致
問

題
に
対
し
て
、さ
ら
に
多
く
の
皆

さ
ん
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
人
権
推
進
室
へ
内
線
７
１

３
１

人
権
パ
ネ
ル
展
を
開
催

　

身
近
な
と
こ

ろ
に
存
在
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
人

権
問
題
を
正
し

く
理
解
し
、あ

ら
ゆ
る
差
別
を
許
さ
な
い
社
会
の

実
現
を
願
い
、人
権
パ
ネ
ル
展
を

開
催
し
ま
す
。

開
催
日
12
月
４
日
㈭
〜
９
日
㈫　

場
所
柏
原
公
民
館　

内
容
同
和
問

題
を
は
じ
め
、女
性
、子
ど
も
、障

害
者
、高
齢
者
な
ど
の
人
権
に
関

す
る
写
真
の
パ
ネ
ル
展　

問
合
せ

人
権
推
進
室
へ
内
線
７
１
３
１

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

温
か
い
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
東
急
緑
の
会
か
ら
み
ど
り
の
基

金
へ
４
千
６
１
３
円

上
広
瀬
土
地
区
画
整
理
事

業
の
換
地
計
画
を
縦
覧

縦
覧
日
時
12
月
９
日
㈫
〜
22
日

㈪
、８
時
30
分
〜
17
時（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）　

縦
覧
場
所
上
広
瀬

土
地
区
画
整
理
室（
市
役
所
３
階
）

問
合
せ
同
室
へ
内
線
２
２
２
１

廃家電4品目の適正処理を
　
　家電リサイクル法により、不要となった洗濯機、テ
レビ（ブラウン管式）、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫の処
理は、各メーカーがリサイクルをすることになって
いて、市では、引き取ることができません。2011年7
月に地上デジタル放送への完全移行も予定され、今
後、テレビの買い替えも多くなることが予想されま
すので、適正な処理にご協力ください。なお、廃家電4
品目の処理には、それぞれリサイクル料金がかかり、
処理の方法は、次のいずれかになります。
①購入した小売店に依頼する
②自分で指定取引場所に搬入する
　郵便局でリサイクル券を購入し、下記の指定取引
　場所に搬入する
③自分で運べないときは
　市が指定した収集運搬許可業者に依頼する（別途、
　収集運搬費が必要）

指定取引場所 所在地・電話番号
製造業者の
グループ

武蔵貨物自動車㈱
川越支店

川越市大仙波584‐1
☎049‐223‐1221

Ａグループ
パナソニック､
東芝､日本ビク
ターなど㈱木下フレンド 所沢市坂之下1142

☎04‐2944‐3737

日通新座運輸㈱
所沢取扱所

所沢市下富826‐1
☎04‐2942‐6348

Ｂグループ
日立､三菱､ソニ
ー､シャープ､サ
ンヨーなど

問合せ資源循環推進課へ内線3612
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